
イーシーセンター電子マニフェストサイト 
        ご説明資料 



＜イーシーセンターの電子マニフェストサービスを使うと＞  
  お客様専用の産業廃棄物管理用ホームページを無償で提供  
  入力作業なしで電子マニフェストの発行、管理  
  各種集計資料などが即作成可能  
  電子化の準備から運用まですべてイーシーセンタ―がサポート  

主なメリット 

現在紙マニフェストを    
ご利用しているお客様 

既に電子マニフェスト 
をご利用中または導入 
検討中のお客様 



通常の電子マニフェスト運用 

・電子マニフェストは入力作業を  
 全て排出業者で行わなけれ 
 ばならないので大変 

《受渡確認伝票》 

・廃棄物引渡時電子マニフェストを登録し 
 受渡確認伝票を発行します。 
・受渡確認伝票は、廃棄物引渡時 
 運搬担当者に渡します。 
  

JWNET（電子マニフェスト）のソフト 
では入力必須箇所が11項目あります。 

■一品目ごとにマニフェスト入力が必要 
  ・1台で3品目を運んだ場合は、3度の入力が必要 
 ■運搬情報、処分情報の入力が必要 
  ・廃棄物の数量以外にも、処分方法等細かい入力が必要 

■排出業者は排出日から翌3日以内（義務）に登録しなければならない 

排出業者 

【電子マニフェスト登録】 

・廃棄物引渡時数量等が不明な場合は 
 ファックスで回収内容を受領後 
 電子マニフェスト登録を行います。 

FAXや用紙代等 
ムダなコストが 
かかる 



《受渡確認伝票》 《受渡確認伝票登録》 

受渡伝票を 
入力します。 

イーシーセンター電子マニフェストサイトの仕組み 

排出業者 

回収内容が報告されると 
メールが配信されます。 
※一担当者への配信または 
  各事業場担当者への配信 

システムにログインし報告内容に承認（チェック）をします。 

イーシーセンターの電子マニフェストシステムでは排出業者での入力作業は一切ありません。 

電子マニフェスト登録完了 

受渡確認伝票は排出業者様（手書き可） 
又はイーシーセンターにて専用書式を準備 



各種帳票サンプル 

【事業場別排出量集計表】 

【事業場別処分結果報告書】 

事業場別に排出した品目ごとの集計を印刷します。 

事業場別に発生した廃棄物の処分（中間・最終）実績フローを 
管理します。 

【事業場別排出一覧表】 

事業場別に排出した履歴を印刷します。 


